
記 者 発 表 資 料

早 明 浦 ダ ム 周 辺 地 区 に お い て ド ロ ー ン を 活 用 し た

物 流 に 関 心 の あ る 事 業 者 を 公 募 し ま す 。

物 流 分 野 等 の 担 い 手 不 足 や 地 方 部 の 人 口 減 少 ・ 高 齢 化 等 が 進 行 す る

中 、 障 害 物 の 少 な い 河 川 上 空 を 活 用 し て の 、 ド ロ ー ン 物 流 等 の 展 開 が

考 え ら れ ま す 。

一 方 、 早 明 浦 ダ ム 周 辺 地 区 で は 、 早 明 浦 ダ ム 周 辺 水 辺 利 活 用 促 進 協

議 会 （ 以 下 、 「 協 議 会 」 と い う 。 ） が 推 進 す る 「 か わ ま ち づ く り 」 に

取 り 組 ん で い る と こ ろ で す 。

早 明 浦 ダ ム 周 辺 地 区 に お い て 、 ド ロ ー ン を 活 用 し た 物 流 事 業 が 展 開 さ れ る

場 合 、 ５ つ の 駅 を 物 流 の 重 要 な 中 継 地 点 と し て 活 用 し 、 河 川 や ダ ム 貯 水 池 の

上 空 を 輸 送 す る こ と が 考 え ら れ ま す 。

当 協 議 会 で は 、 ド ロ ー ン を 活 用 し た 物 流 を 行 う 事 業 者 と 連 携 を 図 り 、 か

わ ま ち づ く り の 一 環 と し て 更 な る 地 域 活 性 化 に 資 す る 施 策 の 検 討 を 行 う 予 定

で す 。

そ の た め 、 早 明 浦 ダ ム 周 辺 地 区 に お い て 、 ド ロ ー ン を 活 用 し た 物 流 に つ い

て 関 心 の あ る 事 業 者 の 方 の 公 募 を 行 い ま す 。

別 添 ： 早 明 浦 ダ ム 周 辺 地 区 に お い て ド ロ ー ン を 活 用 し た 物 流 に 関 心 の あ る 事

業 者 の 公 募 要 領

令 和 ５ 年 １ 月 １ ６ 日

早 明 浦 ダ ム 周 辺 水 辺 利 活 用 促 進 協 議 会

問 い 合 わ せ 先

早 明 浦 ダ ム 周 辺 水 辺 利 活 用 促 進 協 議 会 事 務 局

国 土 交 通 省 吉 野 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所 調 査 課

TEL 0883-72-3000（ 代 表 ）

副 所 長 宮 崎 泰 典 （ 内 線 204）

○ 調 査 課 長 徳 井 智 （ 内 線 351）

○ ： 主 な 問 い 合 わ せ 先

中山間地域においてドローンを活用

することで、生活する上での利便性

の向上が図られます。

早明浦ダム周辺地域の活性化を目

標に、かわまちづくり事業との連携

が図られます。



早明浦ダム周辺地区においてドローンを活用した物流に

関心のある事業者の公募

公募要領

１．概要

物流分野等の担い手不足や地方部の人口減少・高齢化等が進行する中、障害物の少

ない河川上空を活用しての、ドローン物流等の展開が考えられます。

一方、早明浦ダム周辺地区では、早明浦ダム周辺水辺利活用促進協議会（以下、「協

議会」という。）が推進する「かわまちづくり」に取り組んでいるところです。

早明浦ダム周辺地区において、ドローンを活用した物流事業が展開される場合、５

つの駅を物流の重要な中継地点として活用し、河川やダム貯水池の上空を輸送するこ

とが考えられます。

当協議会では、ドローンを活用した物流を行う事業者と連携を図り、かわまちづく

りの一環として更なる地域活性化に資する施策の検討を行う予定です。

そのため、早明浦ダム周辺地区において、ドローンを活用した物流について関心の

ある事業者の公募を行います。

２．公募の内容

早明浦ダム周辺地区において、ドローンを活用した物流に関する事業（案）につい

て、応募様式に記載ください。

なお、明確な事業計画でなくとも、構想段階のものでも構いません。

３．今後の予定

応募のあった事業者に対して、どのような点で連携を図ることができるか、個別に

ヒアリングの実施を考えています。

連携できる事業者と、早明浦ダム周辺地区をフィールドとした社会実験を実施して

いく予定です。

４．応募手続き

4.1 応募書類の提出期限

令和５年３月１５日（水） １７：００

4.2 応募書類等の提出先

応募書類送付の際は、件名を「ドローンを活用した物流事業者の応募」とし、以下

のアドレスに電子メールにて送付して下さい。

早明浦ダム周辺水辺利活用促進協議会事務局

国土交通省四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 調査課

（E-Mail）skr-toukaa60@mlit.go.jp



５．秘密の保持

応募書類は、事業者の確認のためにのみ利用し、公表はしません。また、提出され

た応募書類については、当該応募者に無断で二次的に使用することはしません。

６．問い合せ先

本要領に関する問い合せは、件名を「ドローンを活用した物流事業者公募への問い

合せ」、本文に連絡先（所属・担当者名・連絡先）を記載して、上記 4.2 のアドレス

まで電子メールにて送付して下さい。



応 募 様 式 
 

1. 応募者情報 

団体名  

部署名  

担当者名  

電話番号  

メールアドレス  

2. 早明浦ダム周辺地区においてドローンを活用した物流に関する事業（案）の概要 
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